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第第１１１１章章  労労働働安安全全衛衛生生 

職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成

することを目的として、労働安全衛生法が定められています。 

また、長時間労働等、業務上の過重負担による過労死の問題に対

する社会的関心の高まりの中で、過労死等防止対策推進法が定めら

れ、過労死予防のための対策が制度的に行われています。 

 

１１  事事業業者者及及びび労労働働者者のの責責務務（（労労働働安安全全衛衛生生法法３３条条、、４４条条））  

事業者は、労働災害の防止のための最低基準を守るだけではなく、

快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働

者の安全と健康を確保するようにしなければなりません。 

一方、労働者も労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事

業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力

するように努めなければなりません。 

 

２２  労労働働者者のの健健康康のの保保持持増増進進ののたためめのの措措置置  

（（１１））健健康康診診断断  

（（労労働働安安全全衛衛生生法法６６６６条条、、労労働働安安全全衛衛生生規規則則４４３３条条、、４４４４条条））  

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による

健康診断を行わなければなりません。また、常時使用する労働者に

ついては、１年以内ごとに１回の定期健康診断（特定業務従事者に

かかる健康診断は年２回）、有害業務に従事する労働者には特殊

健康診断を行わなければなりません。 

健康診断結果の異常所見者については、医師等の意見を聞き、

必要な場合は、当該労働者の実情を考慮したうえで就業場所の変

更や労働時間の短縮等の措置を講じなければなりません。 

 

（（２２））スストトレレススチチェェッッククのの実実施施及及びび医医師師にによよるる面面接接指指導導  

（（労労働働安安全全衛衛生生法法６６６６条条のの１１００））  

労働者が５０人以上（※）いる事業場では、毎年１回、ストレスチェ

ック（医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための

検査）を労働者に対し実施することが義務付けられています。 
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検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場

合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となりま

す。また、 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に

応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。 

 

※ 現在努力義務となっている５０人未満の事業場においても、令和  

７年５月１４日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法

律により、ストレスチェック実施の義務化が公布後３年以内に施行

されます。 

 

      （（３３））長長時時間間労労働働者者へへのの医医師師にによよるる面面接接指指導導 

        （（労労働働安安全全衛衛生生法法６６６６条条のの８８，，６６６６条条のの８８のの２２，，６６６６条条のの８８のの４４））  

事業者は、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間労働に

より疲労の蓄積した下記の労働者に対し、医師による面接指導を

行わなければなりません。また、面接指導の結果、必要な場合に

は、労働者の実情を考慮した上で就業場所の変更や労働時間の

短縮等の措置を講じなければなりません。 

・ 月８０時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認めら

れる労働者のうち、面接指導を申し出た者（高度プロフェッショ

ナル制度適用者を除く） 

・ 研究開発業務従事者のうち、上記に加え、月１００時間超の時

間外・休日労働を行った者 

・ 高度プロフェッショナル制度適用者のうち、１週間当たりの健康

管理時間 が４０時間を超え、その超過が月１００時間超である

者 

 

（（４４））受受動動喫喫煙煙のの防防止止（（健健康康増増進進法法２２９９条条、、３３３３条条））  

健康増進法により、屋内は原則として禁煙です。屋内喫煙を認

める場合、事業主は、喫煙専用室などを設置しなければなりませ

ん（一部施設では、経過措置として、喫煙可能な施設である旨を

明示することにより、施設内で喫煙可能とされています）。 
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３３  健健康康管管理理体体制制のの整整備備  

（（労労働働安安全全衛衛生生法法１１００条条～～１１９９条条のの３３））  
    事業者は、労働者の健康管理のため、産業医、衛生管理者、衛生

推進者等を選任し、健康管理に関する職務を適切に行わせる義務が

あります（常時５０人未満の労働者を使用する小規模事業場は努力義

務）。 

   産業医を選任した事業者は、産業医に次の情報を提供しなければな

りません。                                                                                                                              

・ 健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに

基づく面接指導実施後に講じた措置等の内容（措置を講じない場

合は、その旨・その理由） 

・ 時間外・休日労働時間が１月当たり８０時間を超えた労働者の氏

名・超過時間（高度プロフェッショナル制度対象労働者について

は、１週間当たり健康管理時間が４０時間を超えた場合、その超過

時間） 

・ 産業医が労働者の健康管理等を行うため必要と認めるもの 

４４  労労働働者者のの危危険険又又はは健健康康障障害害をを防防止止すするるたためめのの措措置置  

 （（労労働働安安全全衛衛生生法法２２００条条～～２２７７条条、、６６２２条条））  

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、労

働者の健康、風紀及び生命を保持し、労働者の作業行動から生じる労

働災害を防止するため、必要な措置を講じなければなりません。 

また、中高年齢者等、就業に当たって特に配慮を必要とする者につ

いては、適正な配置を行うよう努めなければなりません。 

 

５５  職職場場ににおおけけるる熱熱中中症症対対策策のの強強化化ににつついいてて  

（（労労働働安安全全衛衛生生規規則則６６１１２２条条のの２２））  

   熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際は、熱中症の重篤化

を防止するため、以下の措置が事業者に義務付けられています。 

 

（１） 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作

業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制（連絡先や担
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当者）を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知す

ること 

 

（２）  熱中症のおそれがある労働者を把握した場合、迅速かつ的確な 

判断ができるように 

(ア) 作業からの離脱 

(イ) 身体の冷却 

(ウ) 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせる 

(エ) 事業場における緊急連絡網、緊急運送先（連絡先・所在地）等 

必要な措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作 

業者について周知すること 

 

※ 対象となるのは、「WBGT 値（暑さ指数）２８度以上又は気温３１度以

上の環境下で、連続１時間以上又は１日４時間を超えて実施が見

込まれる作業」  
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